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陸上自衛隊高等工科学校生徒説明会の案内チラシの 

中学生への配布中止の申し入れ 
 
 昭和区の中学生の保護者より「陸上自衛隊高等工科学校生徒説明会のご案内」というチ

ラシを学校から受け取ったという情報が届きました。チラシの配布状況を調べたところ、

昭和区のすべての中学校には、例年、自衛隊愛知地方協力本部名古屋出張所の広報官が、

生徒説明会の案内チラシを持参し、３年生の男子生徒に配布していることがわかりました。 
「陸上自衛隊高等工科学校」は、どのような学校なのか。 
陸上自衛隊では、1955 年度（昭和 30）に自衛隊内に「生徒制度」を発足させましたが、

2010 年度（平成 22）から「高等工科学校」に制度改変し、生徒の非自衛官化を行いまし

た。生徒の非自衛官化とは、2000 年 5 月に国連総会で採択された「武力紛争における児童

の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を 2004 年に国会承認したことか

ら、18 歳未満の自衛官をなくす目的で始められたものです。 
しかし、実際はどうでしょうか。高等工科学校は、15 歳以上 17 歳未満の男子が受験し、

普通科高校と同様の教育を行う「一般教育」、自衛隊の専門的な技術の教育を行う「専門教

育」、陸曹候補者として必要な防衛教養や各種訓練を行う「防衛基礎学」を主たる教育とし

て実施しています。２年生から銃が貸与されて、２年生は射撃訓練が５４時間、戦闘訓練

２０時間、３年生は、東富士演習場で総合的な訓練が行われています。 
このように、高等工科学校では、18歳未満の児童に銃を使用して訓練を行わせています。

このこと自体、児童の武力・敵対行為への関与を禁じた「議定書」の趣旨に反することで

あり、しかも学校教育の場で銃を持っての戦闘訓練が行われていることは大問題です。 
この高等工科学校の案内を、中学校が配布することは、「自衛隊への入隊を推奨している」

との誤解を保護者に与えかねません。また、中学校が高等工科学校の実情を把握した上で

配布されているのか懸念を抱かざるを得ません。 
名古屋市は、児童の権利条約の趣旨を踏まえ、なごやこども条例をつくっています。 

その精神からしても、銃を持っての射撃訓練を行う「高等工科学校」を中学生に推薦すべ

きではありません。よって、以下申し入れます。 
 

記 
 
１． 「陸上自衛隊高等工科学校生徒説明会のご案内」チラシの本市中学校への配布状況

を調査すること。調査にあたっては、配布・郵送の方法や、高等工科学校の射撃訓

練等の教育内容について学校として把握しているかどうかも調査すること。 
２． 陸上自衛隊高等工科学校に関する学校説明会の案内資料は、本市中学校から保護

者・児童へ配布・郵送しないようにすること。                              
以上 


